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■時 
日
時
　
■場 
会
場
　
■内 
内
容
　
■対 
対
象
　
■定 
定
員
　
■費 
参
加
費
　
■申 
申
し
込
み
　
■問 
問
い
合
わ
せ
　
■ＨＰ 
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
■メール 
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
　
■他 
そ
の
ほ
か
　
■携 
携
帯
電
話

凡
例

入
の
お
知
ら
せ
が
届
き
ま
す

の
で
、
市
役
所
ま
た
は
各
支

所
へ
資
格
取
得
届
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
（
　
歳
前
に
就

20

職
し
て
厚
生
年
金
等
に
加
入

し
て
い
る
人
は
、
第
2
号
被

保
険
者
と
な
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、
加
入
の
手
続
き
は
不

要
で
す
）。

※
国
民
年
金
の
加
入
は
誕
生

日
の
前
日
か
ら
と
な
り
ま
す
。

例
え
ば
4
月
1
日
生
ま
れ
の

人
は
3
月
　
日
か
ら
加
入
に

31

な
り
ま
す
の
で
、
保
険
料
は

3
月
分
か
ら
か
か
り
ま
す
。

　「学
生
納
付
特
例
制
度
」
と

「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」

　
収
入
な
ど
が
な
く
保
険
料
の
支
払

い
が
困
難
な
場
合
は
「
学
生
納
付
特

例
制
度
」（
学
生
の
み
）、「
若
年
者
納

付
猶
予
制
度
」（
　
歳
未
満
）
な
ど

30

の
保
険
料
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
。

【
学
生
納
付
特
例
制
度
】

　
学
生
の
人
は
一
般
的
に
所
得
が
少

な
い
た
め
、
ご
本
人
の
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
、
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

■対 
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
大
学

（
大
学
院
）、
短
期
大
学
、
高
等
学
校
、

高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
お
よ
び

各
種
学
校
（
修
業
年
限
1
年
以
上
で

あ
る
過
程
）、
一
部
の
海
外
大
学
の

日
本
分
校
に
在
学
す
る
人
。

【
若
年
納
付
猶
予
制
度
】

　
学
生
で
な
い
　
歳
未
満
の
人
で
、

30

本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
、
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　
学
生
納
付
制
度
も
若
年
納
付
制
度

も
、
承
認
さ
れ
た
期
間
は
老
齢
基
礎

年
金
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
期
間

に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は

反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
収
入
を
得
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
保
険
料
の
納
付
が
可
能
と

な
っ
た
と
き
に
「
追
納
制
度
」
を
ご

利
用
い
た
だ
け
れ
ば
、
将
来
受
け
取

る
年
金
を
増
額
す
る
こ
と
で
き
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■問 
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金

班
 （
緯
内
線
2
8
8
・
2
8
9
）。

年
金
相
談
所

　
社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
年
金
に

関
す
る
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

　
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
に
関
す
る

こ
と
お
よ
び
年
金
請
求
手
続
き
や
加

入
記
録
の
確
認
な
ら
び
に
そ
の
ほ
か

年
金
制
度
に
関
す
る
こ
と
な
ど
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

胸
相
談
時
間
…
一
人
　
分
間
。

30

■時 
1
月
　
日
牙
・
午
前
　
時
～
午
後

24

10

3
時
　
分
。

15

■場 
市
役
所
附
属
棟
2
階
　
会
議
室
。

25

■定 
8
人
（
予
約
制
）。

■申 
1
月
　
日
牙
ま
で
に
、
左
記
ま
で

10

（
先
着
順
）。

※
申
し
込
み
の
際
、
基
礎
年
金
番
号

の
分
か
る
も
の
を
お
手
元
に
ご
用
意

願
い
ま
す
。
な
お
、
国
民
年
金
保
険

料
免
除
制
度
の
ご
相
談
や
申
請
は
、

市
国
保
年
金
課
お
よ
び
各
支
所
で
随

時
行
っ
て
い
ま
す
。

■問 
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金

班
 （
緯
内
線
2
8
8
・
2
8
9
）。

（９）平成２５年（２０１３）１月１日号

も
で
き
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
）。

③
既
に
納
付
方
法
変
更
の
申
し
出
を

し
て
い
る
人
は
、
再
度
の
申
し
出
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

★
介
護
保
険
料
・
市
県
民
税
の
特
別

徴
収
は
変
更
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

■問 
国
保
年
金
課
保
険
税
班
（
緯
内
線

2
8
1
～
2
8
4
）、
高
齢
者
医
療

年
金
班
（
緯
内
線
2
8
8
、
2
9
9
）。

高
額
医
療
・

高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度

　
こ
の
制
度
は
医
療
と
介
護
の
両
方

の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
世
帯

の
負
担
を
軽
減
す
る
制
度
で
す
。

　
世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
全
員
（
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医

療
の
被
保
険
者
全
員
）
が
1
年
間

（
平
成
　
年
8
月
～
平
成
　
年
7
月

23

24

末
ま
で
）
に
お
支
払
い
し
た
、
医
療

保
険
と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
を

合
計
し
、
基
準
額
を
超
え
た
場
合
そ

の
超
え
た
金
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
支
給
対
象
と
な
る
被
保
険
者
に
は
、

順
次
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
の
で
、

申
請
書
類
が
お
手
元
に
届
い
た
方
は
、

お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
平
成
　
年
8
月
か
ら
平

23

成
　
年
7
月
末
ま
で
に
市
町
村
を
越

24
え
て
転
居
さ
れ
た
人
や
ほ
か
の
医
療

保
険
か
ら
移
ら
れ
た
人
に
は
お
知
ら

せ
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■問 
国
保
年
金
課
資
格
給
付
班
（
緯
内

線
2
8
5
～
2
8
7
）、
国
保
年
金

課
高
齢
者
医
療
年
金
班
（
緯
内
線
2

8
9
・
2
9
9
）、
介
護
福
祉
課
介
護

保
険
班
（
緯
内
線
2
7
7
）。

「
平
成
　
年
分
公
的
年
金
等
の

24
源
泉
徴
収
票
」
の
送
付

　
平
成
　
年
中
に
厚
生
年
金
、
国
民

24

年
金
な
ど
の
老
齢
ま
た
は
退
職
を
支

給
事
由
と
す
る
年
金
を
受
け
取
ら
れ

た
み
な
さ
ん
に
、
平
成
　
年
中
に
支

24

払
わ
れ
た
年
金
の
金
額
や
、
源
泉
徴

収
さ
れ
た
所
得
税
額
や
特
別
徴
収
さ

れ
た
保
険
料
な
ど
を
お
知
ら
せ
す
る

「
平
成
　
年
分
公
的
年
金
等
の
源
泉

24

徴
収
票
」
が
、
日
本
年
金
機
構
よ
り
、

今
月
中
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
お
手
元
に
届
い
た
源
泉
徴
収
票
は

年
金
以
外
に
収
入
が
あ
り
所
得
税
の

確
定
申
告
を
す
る
と
き
や
、
源
泉
徴

収
の
還
付
を
受
け
ら
れ
る
と
き
に
添

付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
も
し
、
源
泉
徴
収
票
を
紛
失
さ
れ

た
場
合
は
再
交
付
が
で
き
ま
す
の
で
、

『
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
』
ま
で
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、「
障
害
年
金
」
や
「
遺
族

年
金
」
に
つ
い
て
は
、
非
課
税
で
す

の
で
、
源
泉
徴
収
票
の
送
付
は
あ
り

ま
せ
ん
。

■問 
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
（
緯
0
5
7

0
―
0
5
―
1
1
6
5
）、
I
P
電

話
（
緯
0
3
―
6
7
0
0
―
1
1
6

5
）。

　
歳
に
な
っ
た
ら
『
国
民
年
金
』

20　
日
本
に
住
む
　
歳
か
ら
　
歳
未
満

20

60

の
す
べ
て
の
人
は
国
民
年
金
に
加
入

し
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
み
な
さ
ん
は
、
国
民
年
金
に
つ
い

て
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

「
国
民
年
金
な
ん
て
ま
だ
関
係
な

い
」
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。

　
国
民
年
金
は
、
老
後
の
生
活
保
障

だ
け
で
な
く
、
万
が
一
、
病
気
や
ケ

ガ
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
や
、
一
家

の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
な
ど
、

あ
な
た
や
あ
な
た
の
家
族
を
守
っ
て

く
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
加
入
の
届
出
や
保
険
料

の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
年
金
が
受
け

ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「
あ

の
と
き
に
…
」
と
後
悔
す
る
前
に
、

国
民
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

　
加
入
の
手
続
き
は
、　
歳
に
な
る

20

人
に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
、
加

■問 
川
島
（
緯
碓47 
0
6
6
9
）。

怯
ス
ポ
ー
ツ
ダ
ン
ス
中
央
会
員

募
集
　
一
緒
に
社
交
ダ
ン
ス
を
踊
り
ま
せ

ん
か
。
見
学
歓
迎
。

■時 
毎
週
日
曜
日
・
午
後
1
時
～
5
時
。

■場 
中
央
駅
前
地
域
交
流
館
。

■対 
老
若
男
女
、
初
心
者
歓
迎
。

■費 
入
会
金
2
街
0
0
0
円
、
月
謝

2
街
5
0
0
円
。

■他 
ダ
ン
ス
シ
ュ
ー
ズ
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

※
申
し
込
み
、
見
学
は
随
時
実
施
中
。

■問 
沢
崎
（
■携 
0
8
0
―
5
0
4
2
―

0
7
5
4
）。

怯
移
動
暴
力
相
談
所

　
　
千
葉
県
暴
力
団
追
放
県
民
会
議

(公財)
は
、
暴
力
団
追
放
意
識
の
普
及
と
暴

力
団
排
除
運
動
を
強
力
に
推
進
し
て

い
る
団
体
で
す
。
移
動
暴
力
相
談
所

で
は
、
相
談
者
の
立
場
に
な
っ
て
懇

切
に
納
得
の
い
く
よ
う
指
導
・
助
言

を
し
ま
す
。
秘
密
は
守
り
ま
す
。

■時 
1
月
　
日
我
・
午
前
　
時
～
午
後

23

10

4
時
。

■場 
印
旛
地
域
振
興
事
務
所
（
佐
倉
市

鏑
木
仲
田
町
8
―
１
）。

■問 
　
千
葉
県
暴
力
団
追
放
県
民
会
議

(公財)
事
務
局
（
緯
0
4
3
―
2
5
4
―
8

9
3
0
・
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
0
1
2

0
―
0
8
9
3
5
4
・
■ＨＰ h

ttp
://

w
w
w
1
4
.p
lala.o

r.jp
/b
o
u
t

su
i-ch
ib
a/

・
■メール b

o
u
tsu
-ch
ib

a@
o
p
al.p
lala.o

r.jp

）。

怯
戦
後
、
引
き
揚
げ
時
に
税
関

な
ど
に
預
け
ら
れ
た
証
券
な
ど

の
返
還

　
税
関
で
は
、
終
戦
後
に
外
地
か
ら

引
き
揚
げ
て
こ
ら
れ
た
み
な
さ
ん
が
、

現
地
の
在
外
公
館
や
、
上
陸
時
に
税

関
な
ど
に
預
け
ら
れ
た
通
貨
・
証
券

な
ど
を
お
返
し
し
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
左
記
へ
問
い
合
わ
せ
を
。

■問 
横
浜
税
関
業
務
部
税
関
相
談
官
室

（
緯
0
4
5
―
2
1
2
―
6
0
0

0
）。

怯
草
深
の
森
の
手
入
れ
と
冬
の

森
の
観
察
会

　
ラ
ー
バ
ン
千
葉
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

い
ん
ざ
い
子
ど
も
劇
場
が
共
催
で
、

森
の
手
入
れ
と
観
察
会
を
行
い
ま
す
。

■時 
1
月
　
日
臥
・
午
前
　
時
～
正
午

26

10

（
集
合
は
午
前
9
時
　
分
に
、
草
深

30

の
森
駐
車
場
）。

■内 
手
入
れ
作
業
、
森
の
観
察
会
な
ど
。

■費 
3
0
0
円
（
子
ど
も
無
料
）。

※
作
業
後
、
温
か
い
豚
汁
と
お
に
ぎ

り
の
昼
食
を
提
供
、
マ
シ
ュ
マ
ロ
焼

き
を
楽
し
み
ま
す
。

■申 
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
左
記
へ
（
午
前
　
時
～

10

午
後
5
時
）。

■問 
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ラ
ー
バ
ン
千
葉
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
（
緯
／
胃
碓42 
4
1
4
3
・

■メール in
fo
@
rcn
-fo
ru
m
.o
rg

）。

怯
印
西
盆
栽
愛
好
会
「
新
春
梅

盆
栽
展
」

■時 
2
月
2
日
臥
、
3
日
蚊
・
午
前
9

時
　
分
～
午
後
4
時
。

30
■時 
小
林
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
。

■他 
当
日
ミ
ニ
盆
栽
教
室
を
開
催
し
て

い
ま
す
。
多
く
の
み
な
さ
ん
の
ご
来

場
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
、後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
納
付
を
年
金
特
別
徴
収

か
ら
口
座
振
替
へ
変
更
す
る
に
は

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

人
全
員
が
　
歳
以
上
　
歳
以
下
の
世

65

74

帯
は
、
世
帯
主
の
年
金
か
ら
保
険
税

が
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
さ
れ
ま
す
。

　
　
歳
以
上
の
人
が
加
入
す
る
後
期

75
高
齢
者
医
療
で
は
、
原
則
と
し
て
個

人
の
年
金
か
ら
保
険
料
が
天
引
き

（
特
別
徴
収
）
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
年
金
受
給
額
、
所
得
金
額
、

国
保
で
は
世
帯
要
件
な
ど
に
よ
り
、

特
別
徴
収
の
対
象
に
な
ら
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
。

★
納
付
方
法
を
年
金
の
特
別
徴
収
か

ら
口
座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す
。
変

更
を
希
望
す
る
場
合
は
、
申
し
出
が

必
要
で
す
。

胸
申
し
出
期
限
…
1
月
　
日
牙
。

31

　
1
月
　
日
を
過
ぎ
て
か
ら
の
申
し

31

出
は
、
4
月
分
の
中
止
手
続
き
に
間

に
合
い
ま
せ
ん
の
で
、
4
月
分
以
降

の
年
金
か
ら
中
止
と
な
り
ま
す
。

★
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
納
付
状
況
に
よ
っ
て

は
、
口
座
振
替
に
変
更
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
口
座
振
替

の
残
高
不
足
に
よ
る
振
替
不
能
が
続

く
場
合
は
、
特
別
徴
収
に
戻
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

★
申
し
出
方
法
…
①
既
に
口
座
振
替

を
利
用
し
て
い
る
人
は
、
認
め
印
と

保
険
証
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

②
新
た
に
　
歳
に
到
達
し
後
期
高
齢

75

者
医
療
制
度
の
対
象
に
な
っ
た
人
、

国
保
税
を
新
規
に
口
座
振
替
す
る
人
、

振
替
口
座
を
変
更
す
る
人
は
、
認
め

印
と
保
険
証
の
ほ
か
に
事
前
に
利
用

す
る
金
融
機
関
で
口
座
振
替
の
申
込

手
続
き
を
行
い
、
本
人
控
え
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
（
郵
送
で
の
申
し
出

国
保
・
年
金

ミ
ニ
・
ガ
イ
ド

　
　
パ
ー
ト
衛


